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   議事日程第５号       第３回定例会 

   令和７年９月２４日（水）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

  （決算特別委員会付託関係） 

日程第 １ 認第 １号 令和６年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ２ 認第 ２号 令和６年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ３ 認第 ３号 令和６年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ４ 認第 ４号 令和６年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ５ 認第 ５号 令和６年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に 

            ついて 

 〃  ６ 認第 ６号 令和６年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認 

            定について 

 〃  ７ 認第 ７号 令和６年度寒河江市立病院事業会計決算の認定について 

 〃  ８ 議第５４号 令和６年度寒河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃  ９ 議第５５号 令和６年度寒河江市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 １０ 決算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １１ 質疑・討論・採決 

 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第１２ 議第５６号 令和７年度寒河江市一般会計補正予算（第４号） 

 〃 １３ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １４ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第１５ 議第５８号 令和７年度寒河江市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 〃 １６ 議第５９号 寒河江市議会議員及び寒河江市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す 

            る条例の一部改正について 

 〃 １７ 議第６０号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃 １８ 議第６１号 寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 〃 １９ 議第６２号 寒河江市水道給水条例及び寒河江市下水道条例の一部改正について 

 〃 ２０ 議第６３号 寒河江市水道企業職員及び下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条 

            例及び寒河江市立病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改 

            正について 

 〃 ２１ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２２ 質疑・討論・採決 

 

  （厚生文教常任委員会付託関係） 
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日程第２３ 議第５７号 令和７年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 ２４ 議第６４号 財産（タブレット端末等）の取得について 

 〃 ２５ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２６ 質疑・討論・採決 

 

日程第２７ 議第６５号 令和７年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃 ２８ 議案説明 

 〃 ２９ 委員会付託 

 〃 ３０ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前１０時１５分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について、議会運営

委員長の報告を求めます。荒木議会運営委員長。 

   〔荒木春吉議会運営委員長 登壇〕 

○荒木春吉議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営につきましては、９月22日、

委員６名全員出席並びに関係者出席の下、議会

運営委員会を開催し、協議いたしましたので、

その結果について御報告申し上げます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

上げます。 

  追加案件は、議第65号令和７年度寒河江市一

般会計補正予算（第５号）の１案件であります。 

  このことにより、議事日程の一部変更が必要

となります。 

  日程変更の詳細につきましては、お示しして

おります日程表のとおりとなります。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、報告といたします。 

○柏倉信一議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、ただいまの議会運営委員

長報告のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は議会運営委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第１、認第１号令和６年度

寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について

から、日程第９、議第55号令和６年度寒河江市
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下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いてまでの９案件を一括議題といたします。 

 

決算特別委員会の審査の 

経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第10、決算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  決算特別委員長報告を求めます。渡邉決算特

別委員長。 

   〔渡邉賢一決算特別委員長 登壇〕 

○渡邉賢一決算特別委員長 決算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申し上げ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、認第１

号令和６年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の

認定について、認第２号令和６年度寒河江市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、認第３号令和６年度寒河江市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定について、認第

４号令和６年度寒河江市介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について、認第５号令和６年度

寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入

歳出決算の認定について、認第６号令和６年度

寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

歳入歳出決算の認定について、認第７号令和６

年度寒河江市立病院事業会計決算の認定につい

て、議第54号令和６年度寒河江市水道事業会計

利益の処分及び決算の認定について、議第55号

令和６年度寒河江市下水道事業会計利益の処分

及び決算の認定についてであります。 

  ９月10日、委員14名出席、当局からは市長は

じめ関係課長等出席の下、委員会を開会し、９

案件を一括議題とし、議案説明を受け質疑に入

り、質疑の後、各分科会に分担付託し、審査す

ることにいたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすることと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  最初に、認第１号から認第７号までの７案件

を一括して採決した結果、賛成多数をもって原

案のとおり認定すべきものと決しました。 

  次に、議第54号及び議第55号の２案件につい

て一括して採決した結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決及び認定すべきものと決しまし

た。 

  以上で決算特別委員会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第11、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、認第１号令和６年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定について、認第２号令和

６年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について、認第３号令和６年度寒河

江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について、認第４号令和６年度寒河江市介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認

第５号令和６年度寒河江市介護認定審査会共同

設置特別会計歳入歳出決算の認定について、認

第６号令和６年度寒河江市財産区特別会計（高
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松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認定について

及び認第７号令和６年度寒河江市立病院事業会

計決算の認定についての７案件を一括して採決

いたします。 

  ただいまの７案件に対する委員長報告はいず

れも認定であります。 

  ７案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、認第１号、認第２号、認第３号、認

第４号、認第５号、認第６号及び認第７号の７

案件は原案のとおり認定されました。 

  次に、議第54号令和６年度寒河江市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について及び議

第55号令和６年度寒河江市下水道事業会計利益

の処分及び決算の認定についての２案件を一括

して採決いたします。 

  ただいまの２案件に対する委員長報告はいず

れも可決及び認定であります。 

  ２案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第54号及び議第55号は原案のとお

り可決及び認定されました。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第12、議第56号令和

７年度寒河江市一般会計補正予算（第４号）を

議題といたします。 

 

予算特別委員会の審査の 

経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第13、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。安孫子予算

特別委員長。 

   〔安孫子義徳予算特別委員長 登壇〕 

○安孫子義徳予算特別委員長 予算特別委員会に

おける審査の経過と結果について御報告申し上

げます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第56

号令和７年度寒河江市一般会計補正予算（第４

号）であります。 

  ９月10日、委員15名出席、当局からは市長は

じめ関係課長等出席の下、委員会を開会し、議

第56号を議題とし、質疑の後、各分科会に分担

付託し、審査することといたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすることと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  議第56号を採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で予算特別委員会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第14、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 



 - 120 - 

  議第56号令和７年度寒河江市一般会計補正予

算（第４号）に対する委員長報告は可決であり

ます。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第56号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第15、議第58号令和

７年度寒河江市下水道事業会計補正予算（第１

号）から、日程第20、議第63号寒河江市水道企

業職員及び下水道企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例及び寒河江市立病院企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に

ついてまでの６案件を一括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第21、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。月光総

務産業常任委員長。 

   〔月光裕晶総務産業常任委員長 登壇〕 

○月光裕晶総務産業常任委員長 総務産業常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申し上げます。 

  本委員会は、９月10日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第58号から議第63

号までの６案件であります。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第58号令和７年度寒河江市下水道

事業会計補正予算（第１号）を議題とし、当局

の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第59号寒河江市議会議員及び寒河江

市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部改正についてを議題とし、当局の

説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第60号寒河江市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部改正についてを議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

御報告する質疑もなく、討論を終結し、採決の

結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議第61号寒河江市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正についてを議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「本市役所内での育児休業の取得人

数はどれくらいか」との問いがあり、当局より

「令和６年度は男性８名、女性８名です」との

答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第62号寒河江市水道給水条例及び寒

河江市下水道条例の一部改正についてを議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第63号寒河江市水道企業職員及び下

水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例及び寒河江市立病院企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部改正についてを議題

とし、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと決
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しました。 

  以上で総務産業常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第22、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第58号令和７年度寒河江市下水道事業会計

補正予算（第１号）、議第59号寒河江市議会議

員及び寒河江市長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部改正について、議第

60号寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部改正について、議第61号寒河江市職

員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て、議第62号寒河江市水道給水条例及び寒河江

市下水道条例の一部改正について及び議第63号

寒河江市水道企業職員及び下水道企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例及び寒河江市立

病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部改正についての６案件を一括して採決

いたします。 

  ただいまの６案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  ６案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第58号、議第59号、議第60号、議

第61号、議第62号及び議第63号の６案件は原案

のとおり可決されました。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第23、議第57号令和

７年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第

１号）及び日程第24、議第64号財産（タブレッ

ト端末等）の取得についての２案件を一括議題

といたします。 

 

厚生文教常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第25、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。野口厚

生文教常任委員長。 

   〔野口康一郎厚生文教常任委員長 登壇〕 

○野口康一郎厚生文教常任委員長 厚生文教常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申し上げます。 

  本委員会は、９月11日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第57号及び議第64

号の２案件であります。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第57号令和７年度寒河江市介護保

険特別会計補正予算（第１号）を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第64号財産（タブレット端末等）の

取得についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「タブレット端末の取得台数を

3,885台とした根拠は」との問いがあり、当局
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より「このたびの第２期ＧＩＧＡスクール構想

では、タブレット端末の故障時においても児童

生徒の学びを止めないとの観点から、児童生徒

総数の15％を予備機として整備することが認め

られています。５月１日現在の児童生徒総数に

その15％分に当たる452台の予備機分を加えた

3,471台が児童生徒用の台数であり、国の補助

を活用して整備します。それに、補助の対象外

とはなりますが、教員用として414台を加え、

総数として3,885台としたところです」との答

弁がありました。 

  委員より「タブレット端末を共同調達するこ

とで購入単価を下げられるということだと思う

が、全県で同じ機種を使うことで、現在と利用

環境が変わり児童や教員に影響が出ることはな

いのか」との問いがあり、当局より「このたび

の調達に係る国からの補助要件として、県と県

内の市町村から成る共同調達の会議に参加する

ことが条件として挙げられていました。市町村

ごとに希望する機種が違いますので、その会議

においてそれぞれ希望する機種ごとの部会を開

催し、協議、検討してきました。最終的に市町

村ごとに機種等を選定するため、県内の市町村

全てが同じ機種を使うということではありませ

ん。なお、本市においては、教職員からの聞き

取りや教育委員会での検討の結果、現在使って

いるＷｉｎｄｏｗｓ系の端末からＣｈｒｏｍｅ

ｂｏｏｋへの変更を予定しています」との答弁

がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で厚生文教常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第26、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第57号令和７年度寒河江市介護保険特別会

計補正予算（第１号）及び議第64号財産（タブ

レット端末等）の取得についての２案件を一括

して採決いたします。 

  ただいまの２案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  ２案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第57号及び議第64号の２案件は原

案のとおり可決されました。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第27、議第65号令和７年度

寒河江市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

 

議 案 説 明 

 

○柏倉信一議長 日程第28、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。齋藤市

長。 

   〔齋藤真朗市長 登壇〕 

○齋藤真朗市長 おはようございます。 

  私から、議第65号令和７年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）について御説明申し上げ

ます。 

  このたびの補正予算は、寒河江市柴橋地区コ
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ミュニティセンター旧館施設の屋上防水工事に

ついて、工法変更により追加工事が生じること

から、コミュニティセンター管理運営事業費の

追加を行うものでございます。 

  その結果、歳入歳出それぞれ450万1,000円を

追加し、予算総額を249億6,559万3,000円とす

るものでございます。 

  詳細につきましては関係課長より御説明を申

し上げますので、よろしく御審議の上、御可決

くださいますようお願い申し上げます。 

○柏倉信一議長 小林財政課長。 

   〔小林博之財政課長 登壇〕 

○小林博之財政課長 議第65号令和７年度寒河江

市一般会計補正予算（第５号）の詳細について

御説明申し上げます。 

  このたびの補正予算は、寒河江市柴橋地区コ

ミュニティセンター旧館施設の屋上防水工事に

ついて、施工途中で一部工法変更の対応が必要

な状況が発生し、追加工事の必要が生じたこと

から、このたび追加補正として計上するもので

ございます。 

  初めに、歳入について御説明申し上げます。 

  一般会計補正予算書５ページの事項別明細書

を御覧ください。 

  19款繰越金は、令和６年度決算に基づく実質

収支額の一部をこのたびの補正予算の財源とし

て追加をするものです。 

  21款市債は、このたびの追加工事に係る工事

請負費に充てるものでございます。 

  歳入は以上でございます。 

  続いて、第２表地方債補正について御説明申

し上げます。 

  ４ページを御覧ください。 

  地域づくり推進事業は、先ほど御説明申し上

げました追加工事に伴い、市債の借入限度額を

変更するものでございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○柏倉信一議長 石橋みらい協働課長。 

   〔石橋慶幸みらい協働課長 登壇〕 

○石橋慶幸みらい協働課長 それでは、歳出につ

きまして私から御説明申し上げます。 

  ６ページを御覧いただきたいと思います。 

  ２款１項６目、コミュニティセンター管理運

営事業について御説明申し上げます。 

  工事請負費は、財政課長からの説明にありま

したが、当初予定していた工法を変更し、追加

工事が必要となったことから、その費用を計上

するものでございます。 

  柴橋地区コミュニティセンター旧館につきま

しては、これまでも雨漏りが発生するため、今

年度に屋上の防水工事を発注し、工事に着手し

たところでございます。 

  施設の屋上はフラットな形状のいわゆる陸屋

根となっており、防水のためアスファルト塗装

がなされ、その上に塗装の保護や断熱のためと

推察される石がさんさされている状態となって

おりました。当初の計画では、この石を撤去し、

その後に改めてアスファルトを塗装する予定と

しておりました。しかし、工事に着手し、この

堆積した石の除去を進めたところ、石が既存の

アスファルト塗装に融着し、除去ができない箇

所が多くあることが判明しました。 

  この工事に際しましては、設計施工管理業務

を委託し、現場の確認後、設計を行いまして工

事の発注を行ったところでございますけれども、

この時点において石の融着については確認する

ことができませんでした。工事請負事業者、施

工管理事業者と協議しましたところ、石が除却

できないままアスファルト塗装を塗り重ねても、

既存部分の静置性が確保できず、防水性が確保

できないとの結論に至りました。そのため、既

存のアスファルト塗装に単に塗り重ねる工法か

ら、静置性の確保や屋上の保護のため軽量なコ

ンクリートを塗布した上でアスファルト塗装を

行うとする工法への変更が必要となったところ

でございます。この工法変更に伴い、このたび
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の補正予算を計上したところでございます。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

委 員 会 付 託 

 

○柏倉信一議長 日程第29、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第65号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第30、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  議第65号について質疑はありませんか。月光

議員。 

○月光裕晶議員 かなり古い建物なのであまりこ

ういったことに驚きはないんですが、工期が延

びるかと思うんですが、その辺見込みなど分か

りましたら教えていただきたいなと。 

○柏倉信一議長 石橋みらい協働課長。 

○石橋慶幸みらい協働課長 現在の工期につきま

しては、12月当初までということで契約してご

ざいますけれども、今回の追加工事によりまし

て工期延長も必要となる可能性が高いというふ

うに聞いております。今後の気象でありますと

か、そういったものを加味しながら適切に判断

してまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 これから保育所の運動会だった

りとか、あと柴橋の文化祭などもあって、かな

り人の出入りとか多くなる時期になってくると

思いますので、安全面のほうだけしっかりして

いただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

○柏倉信一議長 ほかに質疑はありませんか。野

口議員。 

○野口康一郎議員 この追加工事が必要になった

ということが判明したのはいつ頃なんでしょう

か、教えていただければと思います。 

○柏倉信一議長 みらい協働課長。 

○石橋慶幸みらい協働課長 今回の工事につきま

しては、９月１日から工事のほうに着手したわ

けでございますけれども、その後に屋上に堆積

されている石の除去を進めてまいりました。９

月半ばぐらいに全体の石の除去が終わったとい

う段階で融着している部分がかなり多く見られ

たということでございまして、そのときに改め

て判断させていただいた次第でございます。 

  以上です。 

○柏倉信一議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第65号令和７年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第65号は原案のとおり可決されま

した。 

 

   閉    会    午前１０時５３分 

 

○柏倉信一議長 これにて令和７年第３回寒河江
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市議会定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 


